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研究成果の概要（和文）：　個別行政領域における公私協働の実態調査を行いつつ、公私協働に関する一般法理の検討
を進めた。いわゆる民営化・民間委託などを通じて生じた公私協働現象における公法規範の拡張論（再規制を要請する
「保障国家」論や「私行政法」論）は、近年注目されるようになった引きこもりやニートなどの若者支援の領域におい
ては、異なった論理・法理が求められると考えられる。民民間の協働を主軸にその自生的なあり方を尊重した支援とし
ての協働の法理が求められるのである。他方、民間主導を要請する法理である補完性原則も、ドイツにおける再公営化
の現状などを踏まえれば、その射程を一般化することこそ問題があると言わなければならない。

研究成果の概要（英文）：  While taking a survey of public-private-partnership(PPP) in individual administr
ative areas, we were studying the general doctrine on PPP. The theory of extension of public law norms to 
PPP which occurred through the so-called privatization ("Security State" theory to request a re-regulation
 and "Private Administrative Law" theory) is required to be other doctrine in the area of supporting the y
oung people, such as withdrawal people and NEET. Doctrine of PPP as the assistance that respects the way t
o a spontaneous collaboration of private people each other is necessary in such a area. On the oter hand, 
the subsidiarity principle which request generally private initiative must not be generalized in the view 
of current status of the re-municipalization in Germany.
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１．研究開始当初の背景 
 現代行政を特色づけるキーワードとして
「公私協働」があることは、もうすでに学界
の共通認識になっているといってよい。我々
の研究グループも、「PPP（公私協働）の制
度化に伴う法的問題点の解明と紛争解決の
在り方の検討」の研究テーマで科研費基盤
（B）（2007 年度～2009 年度）の研究助成を
受けて研究を進めてきた。その成果は、研究
分担者の枠を越えて多くの研究報告を糾合
しつつ、岡村周一・人見剛編著『世界の公私
協働』（日本評論社、2012 年）としてまとめ
られた。この書籍は、平成 23 年度科研費・
研究成果公開促進費（学術図書）を受給して
公刊され、広く社会に普及している。 
 かかる英米独仏そしてアジア諸国（韓国・
台湾・日本）における公私協働に関する制
度・理論の比較法研究の成果を基盤として、
日本における固有の公私協働事象の法学的
分析とそれを踏まえた実践的で具体的な規
範論を構築することが次なる課題として意
識された。 
 
２．研究の目的 
 先の科研研究課題の成果を踏まえ、本研究
課題の目的は、主に次の二つにまとめられる。 
 （１）日本国内における個別行政分野にお
ける具体的な公私協働の仕組みと実態を調
査し、問題発生の構造等を分析し、法的な問
題解決のあり方を解明すること。 
（２）（１）における個別行政分野の研究

成果を糾合すると共に、国家と市民社会の現
代的な役割分担を対象とする他の学問分野
の成果や、比較法研究の成果も摂取すること
によって公私協働法理の到達段階を明らか
にしつつ今後の展望を示すこと。 
 
３．研究の方法 
 （１）各研究分担者が、それまで研究の主
たるフィールドとしてきた行政分野（都市計
画法、情報法、警察法、地方自治法など）を
対象に公私協働に関する実態分析を深める
と共にそこにみられる法的課題を抽出する。
その成果を全体研究会において共有しつつ
各行政分野の固有性と共通性を分析し、ある
べき規範論の構築に繋げる。 
 （２）我が国はもちろん諸外国でも進展す
る公私協働に関する最新の理論動向をフォ
ローし、その成果を全体研究会において紹
介・検討することによって、実態分析にも生
かすと共に、日本における公私協働の法理論
の一層の彫琢に努める。 
 （３）公私協働現象は、法学のみならず行
政学、社会学、財政・経済学などの他の学問
分野からも研究のメスがいれられている。そ
うした法学以外のディスプリンの研究視
角・研究成果も積極的に摂取することにより、
法理論としての公私協働論の内容を豊穣で
開かれたものとすることを試みる。 
 

４．研究成果 
 （１）個別行政分野の研究としては、まず
自治体公共サービスの領域を対象として、公
営住宅、公共宿泊施設の民営化や PFI、指定
管理者の実態について自治体現場職員から
の研究報告を受けたり、全国各地での紛争や
法律問題に取り組んでいる最前線の弁護士
等、実態に通暁している関係者からのヒアリ
ングを行った。 
その成果の一端として、現状の PFI や民営

化において、その表面的なうたい文句として
いる効率性やコスト削減が必ずしも実現さ
れていない事実を具体的に知ることができ
た。同様のことは、やはり民間化が進んだド
イツの市町村の給付行政における再公営化
の実態を論ずる彼の地の多くの論文（参照、
人見 2013 図書④）や、ドイツから招聘した
ツィーコー教授の報告（後述、ツィーコー・
人見 2014）からも伺えるところであった。 
 （２）市町村公営主義が採用されている水
道事業についても様々な民間委託が進んで
おり、諸外国においては水道事業の民営化も
広く見られる。とりわけ水需要減少化の中で
の施設の大量更新を迫られている我が国お
ける水道事業について広域化と競争的環境
という新たな動向を法律学の見地から検討
する論文（荒木 2012）も、自治体公共サービ
スの新動向に関連する成果として挙げられ
る。ちなみに、民営化が進んだドイツの水道
事業においては、今日では各地で逆の再公営
化の動向がうかがわれることは上述の成果
が示すところである。 
（３）こうした民間化を推進する社会動向

の法理論的裏付けとして、地方自治保障との
関係でもしばしば取り上げられる「補完性原
則」がある（地方自治との関係については、
人見 2013 図書⑤、人見 2012 図書⑦）。民間
でできることは国や自治体は行うべきでは
なく、民間が担えない事業のみを公的主体は
実施するべきであるというのである。この種
の補完性原則を実定法上定めているものと
してドイツの各州の市町村法典がある。この
点を調査したのが、前述した人見の論文（人
見 2013 図書④）である。 
それによれば、ドイツ各州の市町村法典の

補完性規定も、その内容にバリエーションが
あり、近年はそれを緩和する改正動向が顕著
であり、そして実際には多くの適用除外規定
が設けられており、住民の生活基盤を保障す
る行政活動については再公営化の動向も見
られることが明らかにされた。このことは、
ドイツから招聘したツィーコー教授の前述
の報告によっても確認されるところである。 
 （４）民間化を通じて生じた公私協働の場
面で、従前国や自治体などの公的主体によっ
て担保されていた公共性を確保する必要性
が意識され、そのための各種の制度が設けら
れ（再規制）、あるいは私的主体にも公的主
体と同様の規範が及ぶとする公法法理が論
じられるようになっている。それが、ドイツ



では「私行政法」論であり、「保障（保証）
国家」論であり、アメリカでの公法規範の拡
張論である。これらの理論は、すでに我々の
研究グループの成果である『世界の公私協
働』でもとりあげられてきたが、ドイツの保
障国家論の最新の包括的で浩瀚な研究を発
表した板垣勝彦氏を招いた研究会を開催し、
保障国家論の知見を深めることができた。 
 また、他の学問分野の知見も摂取するため
に開催した公私協働学際シンポジウム（2013
年 11 月 10 日）においては、経済・財政学の
パネリストの門野圭司教授から行政主導の
民間化の局面においても、経済的評価・結果
のみに限定されない広い観点から市民の厚
生水準を向上させることを主目的として市
場メカニズムを活用する公私協働もあり得
るし、現にあるとの示唆を得た。市場メカニ
ズムを公共性の見地からコントロールする
多様な局面・手法が求められることの指摘と
して受け止められることになろう。 
 （５）以上のような事務事業の実施に関わ
って行われる民間化を通じて生ずる公私協
働の他に、公的な意思決定の段階の公私協働
の例として取り上げられるのが都市計画分
野の私人からの都市計画提案制度や景観法
の景観計画提案制度である。これらの制度の
日独比較法研究を行ったのが野呂の日独シ
ンポジウムでの報告論文（野呂 2014 図書②）
である。景観法については、角松の論文（角
松 2013 論文④）がある。ここでは、行政の
意思決定に直接私人が参与することになる
限りで民主主義原理とのある種の緊張関係
があり、法治国家論などの基本原理に立ち返
った検討も求められることになり、専門の高
田敏博士を招いた研究会も開催した。 
また、学際シンポジウムの政治学分野から

の田村哲樹教授の報告では、議会を通じた決
定による民主主義以外の熟議民主主義の選
択肢が提示され、公私協働における正統性問
題に関する新たな視点を示唆されることに
なった。この点に関わっては、都市計画参加
制度も、公私協働と連続した隣接問題領域と
いうことができ、この点の研究として角松
2011 論文⑩、角松 2012 論文⑨、角松 2013 論
文②がある。 
 （６）個別行政領域の研究として、稲葉一
将は、ニート・引きこもり・不登校などの若
者支援行政の領域を対象に、そこにみられる
公私協働を取り上げた。この分野は、子ども
や高齢者のように従来の社会保障制度にお
いて行政対象として取り上げられてきた領
域とは異なり、ほとんど家族の課題とされ、
社会的な公的問題領域とは意識されてこな
かったものと考えられる。比較的最近に至っ
てようやくボランティアなど市民社会内部
からこの課題に取り組む動きが始まった段
階にある。さらにごく近年に至り先進的な自
治体がこの課題に取り組むようになり、国も
「子ども・若者育成支援推進法」を制定する
など、行政が介入する段階となり、ここに公

私協働の課題が生ずることになった。 
 この領域では、市民社会において自生して
きた支援の運動を、新たに介入する国や自治
体等の公的主体がサポート的に協働するこ
とが何よりも重要とみられ、また、各種の関
連組織・団体の有する情報やリソースを適切
にアレンジ・連携させることが求められてい
る。公私協働に関する法理として、民間化に
よって生じたそれにおいては、当該事務事業
の公共性を担保するために、代償措置として
の行政による再規制を施したり、公的主体に
妥当していた公法的規範を私的主体にも拡
張的に及ぼすことが主に論じられてきたが、
この領域においては、こうした法理とは異な
った法原則が必要であると考えられる（多元
的協働とか市民主導の協働と呼ばれている
協働の領域）。すなわち、公私協働というよ
りもむしろ民民間の協働を背後からバック
アップする行政の役割に定位した公私協働
のあり方が、この領域では、まずは考究の課
題となる。 
 なお、前述した公私協働学際シンポジウム
においては、社会学のパネリストの仁平典宏
教授からは、公私協働に関わる当該学問分野
の各種の豊富な理論動向の紹介を受け、こう
した従来法律学の学問的関心の照射を受け
てこなかった領域についていくつもの示
唆・アイデアを受けることができた。法学的
な問題処理の困難な領域であるだけに具体
的な成果を上げるところにまで行き着くこ
とができなかったが、今後もこの研究グルー
プとして新たな科研費を取得して、この領域
の問題に取り組んでいくことになっている。 
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